
2026年度 入会申込書

このたび「箱根湯の花ゴルフ場うぐいす倶楽部/プレミアム3クラブ」の会則に同意し、
入会を申込みます。会員情報は下記の通りです。

期 間：2026年4月1日～2027年3月31日（冬季クローズ:2027年1月5日～2027年2月28日）

共通特典

会員情報（ご記入ください）

①割増料金は平日無料

②スペシャルデーは、さらにお得にプレー

フリガナ

氏 名

（表明者）

※表明欄に
チェックマーク 表明

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日

〒　　　　　ー

男 ・ 女

私は、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はそれらの関係者、
その他反社会的勢力に属したり、これらの者を同伴しません。

生年月日

住 所

電話番号

携帯番号

紹介者

会員特典
① 全日1Rプレー1名さまご招待
② 新規入会者を1名ご紹介いただく毎に、
　 平日招待券または土日優待券を1枚贈呈
③ スタンプカードの達成数により特典をご用意

Seibu Prince Global Rewardsへご入会を！
・入会費・年会費無料
・Webサイトからのご予約が可能に
・【スマートチェックイン】スピーディーに受付・精算が完了
・ご利用￥110（税込）につき3ポイント貯まります！
　ご利用例）年間 ￥120,000 のご利用で3,264ptを獲得！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土曜日料金×8日）

会員特典
① 3ゴルフ場 各全日1Rプレー1名さまご招待
② 各ゴルフ場を友の会料金にてプレーできます。

うぐいす倶楽部

□ 継続会員/年会費 ￥13,900（税込）
□ 新規会員/年会費 ￥19,500（税込）

プレミアム3クラブ

□ 継続会員/年会費 ￥33,000（税込）
□ 新規会員/年会費 ￥46,200（税込）



【ご入会方法】本会則にご同意のうえ、「入会申込書』に必要事項をご記入いただき、箱根湯の花ゴルフ場までご持参ください。

【お支払い方法】年会費につきましては、ゴルフ場フロントにて直接お支払いください。

お客さまの個人情報の取扱いについて

箱根湯の花ゴルフ場　うぐいす倶楽部/プレミアム3クラブ   会則

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドでは（以下当社という）、個人情報の重要性を認識し、取扱いには細心の注意を払って
おります。以下に当社の個人情報の取扱いについてご説明いたします。

1.個人情報の目的
当社ではお客さまからいただいた個人情報は、以下の場合に限り使用し、その目的以外に利用することはございません。
①当社が何らかの理由でお客さまにご連絡を取る必要性が生じた場合。
②当社の経営する他の施設または当社グループ会社から企画商品・施設案内などに関するお知らせをご案内する場合。
　お知らせなどのご案内が不要な場合は、箱根湯の花ゴルフ場までご連絡ください。
③当社のサービス、商品改善のためにマーケット分析を行う場合。
　この場合、お客さま個人が特定されることはございません。

2.個人情報の保存
当社ではお客さまからいただいた個人情報は、細心の注意をもって取扱いし、厳重に保管いたします。

3.個人情報の取扱い
当社ではお客さまからいただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に提供または開示することはございません。
①お客さまの同意があった場合。
②法令に基づき、公的機関から開示を求められた場合。
③当社と機密保持契約を締結した協力会社に、必要最低限の情報を提供する場合。

第1章〔総則〕
第1条 本会は箱根湯の花ゴルフ場・うぐいす倶楽部・プレミアム3クラブ（以下本会という）と称する。
第2条 本会はゴルフ場を通じて、会員相互の親睦、品位高揚、技術向上、エチケットマナーの修得を図る事を目的とする。
第3条 本会の事務局は、箱根湯の花ゴルフ場に設置する。

第2章〔会員〕
第4条 本会は箱根湯の花ゴルフ場を利用するアマチュアゴルファーによって構成し、会員は一般個人のみとする。
第5条 本会に入会を希望する者は、本会の定める入会手続きに従って申し込みを行い第6条に定める年会費を納入して資格を得るものとする。
第6条 本会に入会する場合は、会費を納入するものとする。
 年会費（消費税込）うぐいす 倶楽部 継続会員¥13,900 新規会員¥19,500
 プレミアム3クラブ 継続会員¥33,000 新規会員¥46,200
 ただし、一旦納入された会費は、理由のいかんを問わず一切返却しないものとする。
第7条 本会は入会者に対して会員証を発行する。
第8条 会員証は他人に貸与もしくは譲渡することはできない。
第9条 会員は下記のいずれかに該当した場合は資格を失う。
 （1）会員が脱会の意思表示をした場合
 （2）本会の名誉棄損または秩序をみだした場合
 （3）本会の特典を不正に使用した場合
 （4）会員証の有効期限が切れた場合
 （5）当ゴルフ場の利用約款・規則に従っていただけない場合
 （6）反社会的な団体等への所属もしくは関係が明らかになったとき、または反社会的な団体の関係者等を紹介もしくは同伴した場合

第3章〔特典〕
第10条 会員は次の特典を受けることができる。
 （1）プレーフィーの特別料金
 （2）本会主催のコンペへの特別料金

第4章〔コンペ〕
第11条 1.本会がコンペを開催する場合、競技規則、参加費等はその都度定めるものとする。
 2.各コンペの最少催行人数は8名とし、人員に満たない場合は通常プレーとする。

第5章〔運営〕
第12条 本会は第3章の特典の有効期限を2026年4月1日より2027年3月31日までとする。
 ※冬期クローズ期間：2027年1月5日～2027年2月28日
第13条 本規則に定めなき事項については本会事務局が決定する。
第14条 本規則は 2026年4月1日より実施する。


